横福指第７号
平成28年４月５日
指定障害児相談支援事業所・関係法人代表者　様
横須賀市　福祉部指導監査課長　
こども育成部こども施設指導監査課長　
（公印省略）
指定障害児相談支援事業に係る業務の主管課変更について（通知）
日頃から本市の障害福祉施策の推進に格段の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、指定障害児相談支援事業に係る事業指定や指導監査については、これまで福祉部指導監査課が所管してきました。一方、それ以外の障害児に係る事業指定や指導監査については、こども育成部こども施設指導監査課が所管しています。
今般、障害児に係る事業指定や指導監査を一元的に行うために、平成28年４月１日（金）から指定障害児相談支援事業についても、こども育成部こども施設指導監査課へ業務を移管することとしました。今後は、指定障害児相談支援に係る申請や届出等は、全て同課指導監査係（「はぐくみかん」５階）で行うようお願いします。
　なお、障害児以外の相談支援事業（特定及び一般）については、引き続き福祉部指導監査課が主管課となりますので、併せて申し添えます。
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